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5７ 米国証券関係法判例研究（島袋鉄男）

〔
事
実
〕

本
件
は
、
会
社
の
一
定
割
合
以
上
の
株
式
の
取
得
に
つ
き
、
取
得
者
が
当
該
株
式
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
し
う
る
た
め
に
は
、
株

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

州
内
企
業
に
対
す
る
公
開
貿
付
に
関
し
、
対
象
会
社
の
一
定
割
合
以
上
の
株
式
を
取
得
し
た
公
開
買
付
者
が
当
該
株
式
に
つ
き

議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
対
象
会
社
の
株
主
総
会
に
お
い
て
、
利
害
関
係
を
有
し
な
い
株
主
の
承
認
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
事
業
会
社
法
の
規
定
は
、
合
衆
国
の
公
開
買
付
規
制
法
（
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
）

の
規
定
お
よ
び
目
的
に
合
致
し
、
し
た
が
っ
て
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
（
官
の
：
耳
）
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
ま

た
、
合
衆
国
憲
法
の
通
商
条
項
（
○
・
日
日
の
『
８
。
｝
自
切
の
）
に
違
反
す
る
も
の
で
も
な
い
。

米
国
証
券
関
係
法
判
例
研
究

○
弓
の
○
○
円
ご
ｏ
Ｈ
ｇ
】
○
コ
『
・
ロ
］
ご
口
目
】
Ｃ
ｍ
ｏ
ｏ
『
己
。
『
Ｐ
区
ｏ
ｐ
ｏ
｛
尹
日
の
。
。
ｐ
》
」
ｓ
の
．
。
←
・
」
＆
『

■

（］①②『）

島
袋
鉄
男
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’
九
八
六
年
三
月
四
日
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
知
事
は
、
改
正
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
事
業
会
社
法
に
署
名
し
た
が
、
同
法
は
支
配
株
式
取

得
に
関
す
る
章
（
以
下
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
ま
た
は
同
法
と
い
う
）
を
含
ん
で
お
り
、
同
法
は
、
公
開
株
式
発
行
会
社
（
｝
の
の
已
吊

官
昌
Ｃ
８
Ｂ
Ｃ
『
。
：
。
）
に
お
け
る
支
配
株
式
（
８
己
『
。
］
吾
胃
の
）
の
取
得
に
つ
き
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同

法
に
よ
る
と
、
或
る
者
が
、
或
る
会
社
の
株
式
を
取
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
同
法
の
適
用
が
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
者
の
議
決
権

の
割
合
が
三
つ
の
基
準
、
具
体
的
に
は
、
一
一
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
一
一
一
一
一
と
一
一
一
分
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
お
よ
び
五
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
「
支
配
株
式
」
を
取
得
す
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
然

に
議
決
権
を
取
得
す
る
も
の
と
は
さ
れ
ず
、
議
決
権
は
、
当
該
公
開
株
式
発
行
会
社
の
株
主
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
場
合
に
の
み
取

得
し
う
る
も
の
と
さ
れ
た
。
右
の
承
認
は
、
利
害
関
係
を
有
し
な
い
株
主
（
ｓ
の
冒
胃
の
、
庁
の
」
の
冨
同
：
。
｝
」
の
『
）
の
有
す
る
議
決
権
の

過
半
数
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
支
配
株
式
の
取
得
は
、
事
実
上
、
既
存
の
利
害
関
係
を
有
し
な
い
株
主
の
有
す

る
議
決
権
の
過
半
数
の
承
認
を
条
件
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

株
主
は
、
支
配
株
式
に
対
し
て
議
決
権
を
与
え
る
か
否
か
を
つ
ぎ
の
定
時
総
会
か
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の
臨
時
総
会
で
決
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
取
得
者
は
経
営
者
に
対
し
て
取
得
者
通
知
書
（
Ｐ
ｏ
ｐ
ご
嵐
息
巳
：
。
。
の
一
日
の
臼
の
貝
）
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、

（
１
）

主
総
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
と
定
め
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
事
業
会
社
法
の
支
配
株
式
取
得
に
関
す
る
章
（
ｇ
の
○
・
日
３
］
の
冨
曰
の

シ
８
巳
の
昼
。
。
、
。
冨
耳
の
門
。
、
芸
の
自
己
旨
ロ
ロ
ロ
口
、
旨
の
い
の
Ｏ
Ｃ
Ｂ
○
門
目
・
二
目
三
）
が
、
合
衆
国
の
一
九
一
一
一
四
年
証
券
取
引
所
法

（
２
）

（
夢
の
ｍ
の
２
『
旨
の
、
回
Ｈ
○
百
口
叩
の
シ
・
←
・
帛
乞
詮
）
の
公
開
買
付
に
関
す
る
規
定
（
い
わ
ゆ
る
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
ｌ
こ
の
三
三
国
白
の

（
３
）

シ
○
一
）
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
（
己
『
の
Ｉ
の
日
官
の
」
）
か
、
あ
る
い
は
、
合
衆
国
憲
法
の
通
商
条
項
（
○
・
日
目
の
門
Ｂ
ｏ
－
Ｐ
こ
め
の
）
に
違
反

す
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
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五
○
日
以
内
に
右
の
臨
時
総
会
を
開
く
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

株
主
が
議
決
権
の
取
得
に
同
意
し
な
い
場
合
に
は
、
会
社
は
、
取
得
者
か
ら
当
該
支
配
株
式
を
公
正
な
市
場
価
格
で
買
戻
す
こ
と

が
で
き
、
同
じ
く
、
取
得
者
が
取
得
者
通
知
誓
を
会
社
に
提
出
し
な
い
場
合
に
は
、
会
社
は
、
取
得
者
の
最
後
の
取
得
か
ら
六
○
日

後
の
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
も
、
支
配
株
式
を
買
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
よ
う
な
効
力
を
有
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
公
開
株
式
発
行
会
社
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

い
う
「
会
社
（
８
８
．
３
画
。
。
）
」
と
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
で
設
立
さ
れ
た
（
曰
８
５
．
３
厨
」
）
事
業
会
社
だ
け
を
い
い
、
ま
た
、

公
開
株
式
発
行
会
社
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
会
社
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

Ⅲ
一
○
○
人
以
上
の
株
主
、
お
よ
び
②
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
内
に
主
た
る
事
業
活
動
の
場
所
、
主
た
る
営
業
所
、
ま
た
は
、
重
要

な
財
産
を
有
し
、
③
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
。

伽
株
主
の
一
○
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
居
住
者
（
『
の
の
丘
の
貝
）
で
あ
る
。

⑧
株
式
の
一
○
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
居
住
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
。

ｐ
一
万
人
以
上
の
株
主
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
居
住
者
で
あ
る
。

支
配
株
式
の
取
得
者
に
議
決
権
を
認
め
る
か
否
か
を
決
す
る
の
は
、
利
害
関
係
を
有
し
な
い
株
主
で
あ
る
が
、
同
法
は
、
取
締
役

の
選
任
に
お
い
て
取
得
者
、
当
該
会
社
の
役
員
ま
た
は
内
部
取
締
役
が
、
あ
る
株
式
の
議
決
権
を
行
使
で
き
、
あ
る
い
は
、
議
決
権

行
使
を
指
示
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
株
式
を
利
害
関
係
の
あ
る
株
式
（
冒
臼
の
切
言
＆
呂
宵
の
⑫
）
と
し
て
い
る
。

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
一
九
八
七
年
八
月
一
日
以
降
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
で
設
立
さ
れ
た
す
べ
て
の
会
社
に
、
会
社
が
定
款
お
よ

び
附
属
定
款
で
同
法
の
適
用
を
排
除
し
な
い
か
ぎ
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
以
前
に
設
立
さ
れ
た
す
べ
て
の
イ
ン
デ
ィ

ア
ナ
会
社
も
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
同
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
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イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
会
社
で
あ
る
Ｃ
Ｔ
Ｓ
社
（
Ｑ
扇
○
・
目
・
『
目
。
ご
ｌ
上
告
人
）
の
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
株
式
を
有
す
る
ダ
ィ

ナ
ミ
ッ
ク
ス
社
（
□
百
画
目
８
○
・
ｓ
・
甸
圏
・
ロ
・
命
シ
ョ
：
８
１
被
上
告
人
）
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
施
行
さ
れ
て
六
日
後
の

一
九
八
六
年
三
月
十
日
、
Ｃ
Ｔ
Ｓ
社
稀
式
に
対
す
る
公
開
貸
付
を
公
表
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ダ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
社
が
所
有
す
る

株
式
は
二
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
右
の
公
表
と
同
時
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
社
は
、
合
衆
国
地
方
裁
判
所
に
対

し
、
Ｃ
Ｔ
Ｓ
社
の
い
く
つ
か
の
連
邦
証
券
語
法
違
反
を
理
由
に
訴
え
を
提
起
し
て
い
た
が
、
Ｃ
Ｔ
Ｓ
社
の
取
締
役
会
が
イ
ン
デ
ィ
ア

ナ
法
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
決
定
を
し
た
の
で
、
訴
え
を
一
室
史
し
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
、

通
商
条
項
に
も
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
同
時
に
、
Ｃ
Ｔ
Ｓ
社
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
求
め
る
一
時

的
抑
止
命
令
（
←
の
曰
己
。
『
胃
］
『
の
い
す
巳
ロ
ヨ
、
。
『
」
の
同
）
、
予
備
的
差
止
命
令
（
已
同
の
｝
］
曰
ご
Ｐ
ご
旦
冒
・
旨
。
）
お
よ
び
宣
言
的
救

済
（
』
の
。
］
、
『
ｇ
・
昌
司
の
］
】
の
【
）
を
求
め
た
。

イ
リ
ノ
イ
北
部
地
区
地
方
錘
熟
却
所
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
し
、
通
商
条
項
に
も
違
反

（
４
）

す
る
と
し
て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
社
の
宣
言
的
救
済
を
認
め
た
。
そ
の
理
由
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
固
」
ぬ
口
『
ご
・
富
国
回

○
・
ｓ
・
・
念
『
ご
・
の
．
①
瞳
．
］
ｇ
の
．
○
一
・
国
⑦
患
（
］
④
馬
）
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
（
三
頁
の
）
判
事
の
相
対
多
数
意
見

（
己
冒
凹
］
ご
・
旨
】
目
）
に
依
拠
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
全
体
と
し
て
、
公
開
買
付
競
争
に
お
け
る
投
資
者
、
経
営
者
お
よ

（
５
）

び
公
園
寅
付
者
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
定
め
た
際
の
合
衆
国
鑿
云
云
の
［
曰
的
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
デ
ィ

ア
ナ
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
州
際
通
商
に
対
す
る
重
大
な
妨
害
は
、
同
法
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
地
方
の
利
益
（
一
・
・
巳

す
の
ロ
。
尊
い
）
に
勝
る
も
の
で
あ
り
、
州
際
通
商
に
対
す
る
容
認
で
き
な
い
間
接
的
負
担
（
目
で
の
『
自
切
臼
す
］
の
】
且
弓
の
旦
冨
ａ
の
ロ
）

（
６
）

で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ポ
ズ
ナ
ー
（
勺
８
口
の
『
）
判
事
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
第
七
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
判
決
も
地
方
裁
判
所
の
判
決
を
支
持
す
る
も
の
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控
訴
審
判
決
は
、
ま
ず
専
占
の
問
題
に
つ
い
て
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
が
公
開
買
付
に
関
し
、
州
が
よ
り
敵
対
的
規
制
を
す
る
こ
と

（
８
）

を
全
く
否
定
す
る
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
巨
弓
因
判
決
を
は
じ
め
、
判
例
は
｝
」
れ
を

否
定
し
て
お
り
、
合
衆
国
議
会
は
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
お
い
て
、
公
開
買
付
を
め
ぐ
る
競
争
当
事
者
間
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
定
立

（
９
）

し
、
》
」
の
パ
ー
フ
ン
ス
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
、
州
が
こ
れ
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
本

（
叩
）

件
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
に
つ
い
て
、
同
法
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
の
定
め
た
パ
ー
フ
ン
ス
を
崩
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ぎ
に
、
通

商
条
項
に
関
し
、
勺
岸
の
く
・
ｍ
２
８
ｏ
盲
『
◎
ず
百
Ｆ
＄
『
ロ
・
の
。
］
召
（
ご
『
◎
）
が
示
し
た
比
較
衝
愚
論
（
ｇ
一
目
：
、
←
の
い
←
）

に
依
っ
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
通
商
条
項
に
違
反
す
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
州
の
ブ
ル
ー
・
ス
カ
イ
・
ロ
－
（
匡
巨
の
、
ご

旨
乏
）
と
異
な
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
他
州
の
居
住
者
間
の
取
引
を
妨
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
は
、
イ
ン
デ
ィ

ア
ナ
州
の
居
住
者
の
わ
ず
か
な
、
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
消
極
的
な
利
益
を
は
か
る
た
め
に
、
州
外
の
居
住
者
の
公
開
買
付
に
応
ず
る

（
皿
）

と
い
う
価
値
あ
る
機
会
を
奪
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
最
後
に
、
内
部
事
項
の
理
論
（
ｇ
の
』
壜
旨
←
の
目
四
一
口
【
国
司
の
》
》
二
・
・
ヨ
ロ
の
）

に
つ
い
て
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
は
、
確
か
に
こ
れ
ら
の
内
部
事
項
の
規
制
に
つ
き
大
幅
な
自
由
裁
量
を
有
し
て
お
り
、
た
と
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
会
社
の
取
得
が
困
難
と
な
る
場
合
で
も
、
そ
の
こ
と
に
変
り
は
な
い
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
証
券

お
よ
び
会
社
支
配
に
関
す
る
州
際
市
場
に
対
す
る
影
響
が
直
接
的
、
意
図
的
、
本
質
的
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
会
社
の
内
部
管
理
に

関
す
る
規
制
の
単
な
る
付
随
的
効
果
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
規
は
、
明
ら
か
に
公
開
買
付
を
規
制

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
規
制
方
法
が
投
票
権
に
か
ら
ま
る
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
通
商
条
項
の
下
で
の
司
法
権
の
範
囲
外
に
お
く

（
烟
）

｝
」
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
。

合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

（
７
）

で
あ
っ
た
。
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一
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
を
専
占
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
き
た
原
則
は
、
あ
る
州
法
は
、
連
邦
と
州
法
の
一
囮
方
を
遵
守
夢
す
る
こ
と
が
物
理
的

に
不
可
能
で
あ
る
場
合
か
、
ま
た
は
、
州
法
が
連
邦
法
の
目
的
を
完
全
に
達
成
す
る
の
に
障
害
と
な
る
と
い
う
場
合
に
の
み
、
連
邦

法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
件
②
場
合
は
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
と
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
の
両
方
を
遵
守
す
る
こ

と
に
は
全
く
問
題
は
な
い
の
で
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
そ
れ
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
２
日
的
を
無
効
に
す
る
と
い
う
場
合
に
の
み
ウ
イ

（
脚
）

リ
ア
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
と
い
う
｝
」
と
に
な
る
。

公
四
囲
員
付
に
関
す
る
州
法
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
と
の
関
係
で
本
裁
判
所
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
目
租
『
ご
・

昌
冒
Ｏ
Ｃ
Ｂ
・
判
決
が
あ
り
、
こ
の
中
で
相
対
多
数
意
見
は
、
イ
リ
ノ
イ
法
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
と
判

示
し
て
い
る
。
ご
弓
固
判
決
の
相
対
多
識
羊
意
見
は
、
本
裁
判
所
の
過
半
数
の
意
見
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
意
見
に
拘

束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
巨
弓
因
判
決
の
相
対
多
数
意
見
で
示
さ
れ
た

（
Ⅱ
）

解
釈
の
下
で
も
〈
ロ
意
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
…
…
巨
弓
回
判
決
の
相
対
多
数
意
見
が
最
も
重
視
し
た
の
は
、
イ
リ
ノ
イ
法
が
株
主
の
犠
牲
に
お
い
て
、
公
開
買
付
者
に
対

し
て
経
営
者
に
有
利
に
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
件
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
相
争
っ
て
い
る
当
事

者
双
方
に
対
し
て
個
々
の
株
主
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
基
本
的
目
的
、
す
な
わ
ち
、
｜
般
投
賢

者
と
公
闇
買
付
者
と
を
同
等
の
立
場
に
置
く
と
い
う
こ
と
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
で
暗
示
さ
れ
て
い
た
、
公
開
買
付
に
直
面
し
た
個
々
の
株
主
は
、
し
ば
し
ば
不
利
な
立

場
に
お
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
機
能
す
る
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
株
主
が
グ
ル
ー
プ
と
し
て
投
票
す
る
こ
と
を

［
判
旨
］
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さ
ら
に
、
同
法
は
、
州
政
府
が
対
象
会
社
の
株
式
の
売
主
、
買
主
間
の
公
正
さ
に
つ
い
て
干
渉
す
る
こ
と
を
許
し
て
お
ら
ず
、
む

（
略
）

し
ろ
、
買
付
の
申
込
の
公
正
さ
を
株
主
が
集
団
と
し
て
判
断
す
る
一
」
と
を
認
め
て
い
る
。
」

控
訴
審
判
決
は
、
そ
の
専
占
の
認
定
の
根
拠
と
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
、
事
実
上
、
公
開
買
付
の
開
始
後
五
○
日
間
買
付
の

完
了
を
遅
ら
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
同
法
は
、
公
開
賢
付
を
絶
対
的
に
五
○
日
間
遅
延
さ
せ
る

そ
の
よ
う
な
但
笈
ロ
に
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
の
下
で
は
、
株
主
が
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
会
社
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
行
動
し
、
た

と
え
個
々
の
株
主
な
ら
そ
の
よ
う
な
買
付
に
応
ず
る
か
も
し
れ
な
い
担
笈
ロ
で
も
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
強
制
的
タ
イ
プ
の
公
開
買
付
か
ら
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
会
社
の
株
主
を
保
護
し
た
い
と
い
う
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
議
会
の
願
望
は
、

（
応
）

ウ
ィ
リ
ァ
ム
ズ
法
と
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
投
資
者
保
謹
と
い
う
連
邦
の
政
策
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

「
そ
の
目
的
を
実
行
す
る
た
め
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
冨
弓
団
判
決
の
相
対
多
数
意
見
が
論
じ
た
問
題
点
を
回
避
し
て
い
る
。

イ
リ
ノ
イ
法
と
異
な
り
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
差
し
迫
っ
た
公
開
買
付
に
関
し
て
株
主
と
連
絡
を
と
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
経
営

者
と
公
開
買
付
者
の
ど
ち
ら
を
も
有
利
に
取
扱
っ
て
い
な
い
。
公
開
買
付
を
無
期
限
に
遅
延
さ
せ
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
。
同
法
は

連
邦
の
規
制
で
許
さ
れ
て
い
る
最
も
早
い
時
瀕
ぞ
あ
る
一
一
○
取
引
日
目
に
買
付
者
が
買
付
を
完
了
す
る
こ
と
を
何
ら
禁
じ
て
い
な

も
し
れ
な
い
。

認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
開
買
付
に
伴
う
強
制
的
局
面
（
・
・
・
目
弓
の
閉
己
の
。
駐
）
か
ら
株
主
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

も
し
株
主
が
、
公
開
買
付
が
成
功
す
る
と
、
低
く
押
え
ら
れ
た
価
格
で
、
買
付
に
応
じ
な
か
っ
た
株
式
の
買
付
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
と
信
じ
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
低
い
価
格
で
株
式
を
売
却
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
態
か
ら
自
ら
を
守
る
た
め
に
、
個
々

の
株
主
は
、
た
と
え
当
該
公
開
買
付
が
会
社
の
最
上
の
利
益
と
な
る
か
に
つ
い
て
疑
い
を
有
す
る
場
合
で
も
公
開
買
付
に
応
ず
る
か

い
０
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、
、
、
、

「
仮
り
に
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
い
く
ら
か
の
遅
延
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
］
ご
一
［
弓
固
判
決
は
す
べ
て
の
遅
莚
が
、

そ
の
期
間
が
い
か
に
短
か
い
場
合
で
も
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
反
す
る
と
は
ど
こ
で
も
い
っ
て
い
な
い
。
巨
弓
国
判
決
の
相
対
多

、
、
、

数
意
見
は
、
公
開
買
付
は
不
合
理
（
目
門
の
Ｐ
の
。
。
：
］
の
）
な
遅
延
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
…
…

…
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
完
全
な
投
票
権
は
、
…
…
公
開
貿
付
の
開
始
後
五
○
日
以
内
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
定
め
て
い
る
。

…
…
こ
の
期
間
は
、
議
会
が
証
券
取
引
所
法
一
四
条
ｄ
項
（
五
）
で
公
開
買
付
の
最
長
期
間
と
し
て
定
め
る
六
○
日
の
範
囲
内
に
あ

る
・
我
々
は
、
議
会
が
定
め
た
期
間
内
の
遅
延
を
不
合
理
な
も
の
と
云
う
こ
と
は
で
き
な
し
叩
〕

「
最
後
に
、
も
し
、
公
開
實
付
が
成
功
し
た
後
の
権
限
の
自
由
な
行
使
を
妨
げ
た
り
、
遅
ら
せ
た
り
す
る
す
べ
て
の
州
法
が
ウ
イ

リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
と
解
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
疑
い
も
な
く
適
法
と
さ
れ
た
種
々
の
州
会
社
法
が
ウ
イ
リ
ア

（
胸
）

ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
》
」
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
例
え
ば
、
取
締
役
の
任
期
を
互
い
運

い
に
定
め
る
こ
と
や
累
穂
投
票
を
認
め
る
州
法
の
規
定
な
ど
で
あ
る
。

「
…
…
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
公
開
買
付
を
い
く
ら
か
遅
ら
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
砥
か
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
に
よ
っ

て
専
占
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
結
論
づ
け
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
分
野
で
州
が
長
年
に
わ
た
っ
て
規
制
し
て
き
た
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
も
し
、
合
衆
国
議
会
が
公
開
實
付
後
の
支
配
権
の
猶
得
を
遅
延
さ
せ
る
す
べ
て
の
州
法
を
専
占
す
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば
、

（
釦
）

そ
の
｝
」
と
を
明
白
に
述
べ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
」

こ
と
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
連
邦
法
が
許
す
出
来
る
だ
け
早
い
時
期
に
買
付
者
が
株
式
を
買
付
け
る
こ
と
を
排
除
し
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
。
も
し
買
付
者
が
同
法
の
下
で
の
株
主
の
反
対
の
投
票
を
危
倶
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
買
付
者
は
当
該
株
式
が
一
定

の
期
間
内
に
議
決
権
を
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
株
式
を
取
得
す
る
と
い
う
条
件
付
申
込
を
す
る
こ
と
も
可
能

（
〃
）

で
あ
る
。
・
・
・
…
」
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「
ま
ず
第
一
に
潜
在
的
（
』
・
同
日
目
佇
）
通
商
条
項
の
吟
味
の
対
象
と
な
る
の
は
、
州
際
通
商
に
対
し
て
差
別
を
設
け
る
法
律
で
あ

る
。
…
…
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
そ
の
よ
う
な
法
で
は
な
い
。
百
脚
法
は
、
公
開
買
付
者
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
居
住
者
（
Ｐ
」
・
日
目
］
厨
ｑ

（
銅
）

。
『
『
の
、
】
。
●
員
）
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
公
顕
國
頁
付
に
同
一
の
効
果
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
」

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
社
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
、
事
、
実
上
、
州
外
の
ほ
と
ん
ど
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
理
由
に
同
法
が
差
別
的
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
は
当
ら
な
い
。
「
州
の
規
制
が
、
或
る
州
際
会
社
に
負

担
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
州
際
通
商
に
対
す
る
差
別
の
主
張
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。

…
…
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
何
ら
州
外
の
公
開
買
付
者
に
対
し
て
、
同
様
の
立
場
に
あ
る
州
内
の
買
付
者
に
対
す
る
よ
り
も
重
い
負
担

（
別
）

を
課
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
同
法
が
州
際
通
商
に
対
し
て
差
別
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
通
ら
な
い
。
」

二
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
合
衆
国
憲
法
の
通
商
条
項
に
違
反
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
。

通
商
条
項
は
、
表
面
上
は
、
合
衆
国
議
会
に
対
し
て
州
際
通
商
を
規
制
す
る
権
限
を
認
め
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
同
条
項
が
、

合
衆
国
議
会
の
行
為
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
州
が
州
際
通
商
に
関
し
て
或
る
行
為
を
な
す
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
｜
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、
確
立
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
が
沈
黙
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て

の
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
解
釈
は
、
常
に
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
通
商
お
よ
び
そ
の
規
制
が
増
大
し
、
よ
り
複
雑
に

な
る
に
従
い
、
本
裁
判
所
は
、
通
商
条
項
が
許
容
す
る
州
の
規
制
と
禁
止
す
る
規
制
の
区
別
を
記
述
す
る
た
め
に
種
々
の
基
準
を
設

（
工
）

け
て
当
こ
た
。

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
公
開
買
付
に
課
し
て
い
る
条
件
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
の
目
的
お
よ
び
条
稠
文
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
ウ

（
即
）

イ
リ
ァ
ム
ズ
法
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
を
一
与
占
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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通
商
条
項
に
関
す
る
本
裁
判
所
の
最
近
の
事
例
は
、
或
る
活
動
を
矛
盾
す
る
規
制
に
服
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
州
際
通
商
に
影

響
を
及
ぼ
す
法
律
を
違
法
だ
と
し
て
い
る
が
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
そ
の
よ
う
な
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
も
な
い
。

「
各
州
が
そ
の
州
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
会
社
に
つ
い
て
の
み
、
投
票
権
を
規
制
す
る
限
り
、
各
会
社
は
、
た
だ
一
つ
の
州
法
に

従
う
こ
と
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
…
…
従
っ
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
に
よ
っ
て
矛
盾
す
る
規
制
が
な
さ
れ
る
と

（
鰯
）

い
う
容
認
で
き
な
い
危
険
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
」

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
公
開
買
付
を
防
げ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
見
解
に
基
づ
く
控
訴
審
判
決
は
、
通
商
条
項
の
検
討
に
つ
き
、

会
社
管
理
（
８
『
ロ
・
Ｈ
ｇ
の
四
・
『
の
目
自
８
）
に
関
す
る
州
の
規
制
は
、
そ
の
存
在
お
よ
び
特
性
そ
の
も
の
が
州
法
の
所
産
で
あ
る
存

（
妬
）

在
物
に
関
す
る
規
制
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
意
義
を
理
解
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
こ
の
国
に
お
い
て
は
、
各
州
が
会
社
管
理
を
規
制
す
る
法
を
制
定
し
て
き
て
い
る
。
或
る
取
引
を
禁
じ
た
り
、
他
の
取
引
を
規

制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
法
は
、
必
然
的
に
州
際
通
商
の
或
る
局
面
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
〈
一
蕪
が
、

設
立
さ
れ
た
州
以
外
の
州
の
株
主
を
有
す
る
会
社
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
証
券
取
引
所
に
そ
の
株
式
を
上
場
し
て
い

る
大
会
社
は
、
い
く
つ
も
の
州
に
ま
た
が
る
株
主
を
有
し
、
頻
繁
に
取
引
さ
れ
る
株
式
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
全
国
的
、
国

際
的
な
資
本
参
加
を
促
進
す
る
市
場
は
、
新
規
企
業
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
事
業
の
拡
大
を
望
む
既
存
企
業
に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
も

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
有
益
な
自
由
市
場
組
織
は
、
そ
の
根
底
で
、
会
社
は
、
・
・
・
…
単
一
の
管
轄
権
、
伝
統
的
に
当
該
会
社
が
設

立
さ
れ
た
州
の
会
社
法
の
下
で
組
織
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

こ
の
国
に
お
い
て
は
、
州
が
会
社
を
創
設
し
、
そ
の
権
能
を
定
め
、
そ
の
株
式
を
買
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
権
利
の

内
容
を
定
め
る
と
い
う
の
は
企
業
界
の
容
認
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
州
は
、
自
ら
が
設
立
を
認
め
た
会
社
に
か
か
わ
る
当
事
者
間
の

プ（》ＣＤＣｏＣＤｏ
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（
灯
）

安
定
し
た
関
係
を
増
進
す
る
｝
」
と
に
利
害
関
係
を
有
し
て
い
る
。
」

「
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
が
右
の
よ
う
な
関
心
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
同
法
の
第
一
の
目
的
は
、
イ

ン
デ
ィ
ア
ナ
会
社
の
株
主
を
保
謎
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
法
は
、
そ
の
こ
と
を
、
公
闇
頁
付
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
当
該
会
社
の
投
票
支
配
権
の
変
化
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
株
主
が
集
団
と
し
て
判
断
す
る
機
会
を
株
主

に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
営
に
お
け
る
変
化
は
株
主
の
利
益
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
で

（
羽
）

あ
り
、
右
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
、
会
社
管
理
の
監
督
者
と
し
て
の
州
の
任
務
の
範
囲
内
に
属
す
る
４
℃
の
で
あ
る
。
」

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
社
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
州
は
非
居
住
者
た
る
株
主
を
保
護
す
る
合
法
的
利
害
関
係
を
有
し
な
い
と
主
張
し

、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
。
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
は
、
非
居
住
者
た
る
会
社
の
非
居
住
者
た
る
株
主
を
保
談
す
る
利
益
を
有
し
な
い
｝
」
と
は
我
々
も
認

め
る
。
し
か
し
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
で
設
立
さ
れ
た
会
社
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
さ
ら
に
、

冨
弓
回
判
決
で
違
伝
と
さ
れ
た
イ
リ
ノ
イ
法
と
異
な
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
に
相
当
数
の
株
主
を
有
す
る
会

（
羽
）

社
に
の
み
適
用
さ
れ
る
４
℃
の
で
あ
る
。
」

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
公
開
買
付
が
成
功
す
る
場
合
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
社
の
主
張
が
、

仮
り
に
真
実
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
本
判
決
の
通
商
条
項
の
分
析
に
本
質
的
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
「
イ
ン
デ
ィ
ア

ナ
法
は
、
居
件
署
、
非
居
住
者
を
問
わ
ず
、
或
る
者
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
会
社
の
株
式
の
買
付
申
込
を
し
た
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
配

権
を
獲
得
し
よ
う
と
試
み
た
り
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
再
度
強
調
し
た
い
。
同
法
は
、
単
に
、
株
主
を

保
護
す
る
た
め
の
手
続
を
規
制
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
は
、
通
商
条
項
が
市
場
に
お
け
る
特
定
の
取
引
の
構
造
や
方
法
を
保

謎
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
否
定
し
て
き
て
い
る
。
…
…
…
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
商
品
そ
の
も
の
は
、
そ
の

性
質
が
州
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
会
社
支
配
権
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
商
品
Ｉ
す
な
わ
ち
会
社
Ｉ
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（
、
）

反
す
る
Ｊ
も
の
で
あ
る
。

一
、
法
廷
意
見
が
採
っ
た
手
法
の
問
題
点
は
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
で
焦
点
と
な
っ
た
個
々
の
株
主
の
保
謹
と
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
株

主
の
保
護
と
を
同
等
の
も
の
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。

「
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
支
配
株
取
得
に
関
す
る
章
が
、
こ
の
規
定
の
適
用
さ
れ
る
会
社
の
過
半
数
の
株
主
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に

な
る
の
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
、
個
々
の
株
主
が
プ
レ
ミ
ア
ム
付
で
そ
の
株
式
を
売
却
す
る
こ
と

を
事
実
上
阻
止
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
投
資
者
の
保
護
と
い
う
連
邦
の
政
策
を
促
進
す
る

〔
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
反
対
意
見
〕

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
、
或
る
状
況
の
下
で
、
少
数
株
主
が
そ
の
株
式
を
売
却
し
て
自
己
の
最
善
の
利
益
を
は
か
る
こ
と
を
効
果
的

に
妨
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
政
策
を
浸
食
し
、
会
社
所
有
権
に
関
す
る
州
際
市
場
に
重
大
な
負
担
を
課
す
こ

と
に
よ
っ
て
州
際
通
商
を
直
接
的
に
阻
害
す
る
と
い
う
点
で
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
、
同
時
に
通
商
条
項
に
も
違

三
、
結
論

「
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
目
的
と
規
定
に
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
法
は
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
州
際
通
商

に
影
響
を
及
ぼ
す
が
、
こ
の
こ
と
は
、
州
が
そ
の
会
社
の
株
式
の
特
性
を
定
め
、
株
主
を
保
謎
す
る
と
い
う
こ
と
に
利
益
を
有
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
州
が
規
制
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
合
衆

（
、
）

国
議
会
は
疑
わ
な
か
っ
た
。
我
々
も
、
そ
の
よ
う
な
規
制
が
憲
法
に
違
反
す
る
と
は
思
わ
な
い
。
」

（
羽
）

は
、
そ
の
存
在
と
特
性
と
を
州
法
に
負
う
Ｊ
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
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「
法
廷
意
見
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
支
配
株
取
得
に
関
す
る
章
を
専
占
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ

法
は
、
累
積
投
票
や
互
い
連
い
の
取
締
役
の
任
期
に
関
す
る
よ
う
な
他
の
会
社
支
配
に
関
す
る
規
定
を
も
専
占
す
る
こ
と
に
な
る
と

主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
は
、
他
の
会
社
支
配
に
関
す
る
規
定
と
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
の
規
定
と
の
根
本
的
相
違
点
を
無

視
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
規
定
と
異
な
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
の
規
定
は
、
或
る
種
の
公
開
買
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
自
体
の
防
止

を
も
く
ろ
む
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
州
に
よ
っ
て
、
或
る
株
式
の
投
票
権
に
関
わ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
性
格
づ
け
が
な
さ
れ

（
弧
）

て
い
て
も
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
の
規
定
は
、
そ
の
性
質
に
お
い
て
取
引
的
（
←
『
口
亘
の
ロ
・
は
。
：
］
）
な
も
の
で
あ
る
。
」

二
、
「
支
配
株
取
得
に
関
す
る
章
の
効
果
を
考
慮
し
た
場
合
、
そ
れ
が
州
際
通
商
に
お
け
る
株
式
の
売
付
お
よ
び
買
付
を
直
接
規
制

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
…
…
…

…
…
投
票
権
の
移
転
に
関
す
る
制
限
は
、
株
式
の
移
転
に
関
す
る
制
限
で
あ
る
か
ら
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
の
規
定
は
、
〔
富
国
回

（
調
》

判
決
に
お
け
る
〕
イ
リ
ノ
イ
法
と
同
様
、
株
主
に
よ
る
株
式
の
第
三
者
へ
の
移
転
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
「
通
商
条
項
が
憲

法
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
支
配
株
取
得
に
関
す
る
章
に
表
わ
れ
て
い
る
経
済
的
保
護
主
義
に
属
す
る

類
型
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
…
…
…

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
会
社
の
過
半
数
の
株
主
に
、
州
外
の
株
主
を
含
む
個
々
の
投
資
者
が
、
そ
の
株
式
を
州
外
の
公
開
賢
付
者
に
売
付

け
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
会
社
支
配
権
の
移
転
を
妨
げ
る
州
法
は
、
通
商
条
項
が
禁
ず
る
州
法
の
種
類

（
羽
）

４
℃
の
で
は
な
い
。
」

「
法
廷
意
見
は
、

「
州
の
ブ
ル
ー
・
ス
カ
イ
・
ロ
Ｉ
と
異
な
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
支
配
株
取
寝
に
関
す
る
章
は
、
州
際
通
商
に
お
け
る
イ
ン
デ
ィ
ア

ナ
会
社
の
株
式
の
売
付
お
よ
び
買
付
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
規
定
は
、
そ
の
よ
う
な
株
式
の
州

（
調
）

の
原
型
で
あ
ｚ
》
。
」
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一
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
制
定
と
各
州
の
い
わ
ゆ
る
第
一
世
代
（
厚
、
註
－
ｍ
の
。
の
司
昌
・
口
）
公
開
賢
付
規
制
法

一
九
六
○
年
代
の
複
合
企
業
化
の
時
代
を
迎
え
、
企
業
が
他
の
企
業
の
支
配
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

（
郷
）

た
が
、
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
公
開
買
付
が
他
の
方
法
に
比
べ
て
安
価
で
有
利
な
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

公
開
買
付
は
対
象
会
社
の
経
営
者
が
当
該
買
付
に
反
対
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
（
い
わ
ゆ
る
敵
対
的
公
開
買
付
Ｉ
夛
・
切
巨
の

←
の
己
臼
－
．
魚
の
『
）
で
も
、
経
営
者
に
対
す
る
奇
襲
策
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ

だ
け
に
、
経
営
者
側
も
こ
れ
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
防
衛
策
を
講
ず
る
な
ど
、
公
開
買
付
者
と
対
象
会
社
の
経
営
者
と
の
間
で
公
開

買
付
を
め
ぐ
っ
て
熾
烈
な
抗
争
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
過
程
で
、
公
開
買
付
の
直
接
の
相
手
方
で
あ
る
対
象
会
社
の
一
般
株

主
の
保
護
が
問
題
と
な
っ
た
。

公
開
買
付
が
公
開
買
付
を
行
う
会
社
の
株
式
と
の
交
換
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
交
換
の
た
め
の
株
式
の
発
行
が
合
衆

国
の
一
九
一
一
一
一
一
一
年
証
券
法
（
吾
の
ｍ
の
ｏ
冒
巨
の
の
シ
・
庁
・
｛
］
垣
溺
）
で
い
う
公
募
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
法
に
基
づ
く
登
録
が

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
目
論
見
書
が
公
開
買
付
の
相
手
方
で
あ
る
対
象
会
社
の
株
主
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
限
り

際
取
引
を
妨
げ
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
難
い
。
通
商
条
項
は
、
そ
の
よ
う
な
証
券
の
州
際
市
場
を
保
護
す
る
も
の
で
あ

り
、
…
…
、
支
配
株
取
得
に
関
す
る
章
が
実
質
的
に
こ
の
州
際
市
場
に
干
渉
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
章
が
通
商
条
項
と
相

（
打
）

反
す
る
も
の
で
あ
る
》
」
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」

〔
．
●
メ
ン
ト
〕
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で
、
投
資
者
た
る
一
般
株
主
に
対
す
る
開
示
が
公
開
買
付
の
場
合
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
現
金
に
よ
る
公
開
買
付
（
３
呂

冨
且
閂
－
．
［
局
の
『
）
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
○
年
代
当
時
、
合
衆
国
の
証
券
関
係
法
上
、
投
資
者
保
護
の
た
め
の
特
別
の
規
定
は
存

（
卵
）

在
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
の
が
、
一
九
六
八
年
に
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
で
あ
り
、

合
衆
国
の
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
（
吾
の
ｍ
の
２
『
昼
の
の
厚
○
百
口
函
の
シ
・
←
・
崗
乞
農
）
に
公
開
買
付
を
規
制
す
る
た
め
の
規

定
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
は
、
公
開
買
付
に
際
し
て
、
対
象
会
社
の
一
般
株
主
が
当
該
公
開
買
付
に
応
じ
て
自
己
の
株
式
を
提
供
す
べ
き

か
否
か
を
、
十
分
な
情
報
を
得
て
判
断
し
う
る
よ
う
、
公
開
買
付
に
関
す
る
情
報
開
示
を
目
的
と
し
、
そ
の
意
味
で
、
投
資
者
の
保

護
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
っ
て
、
公
開
買
付
者
お
よ
び
対
象
会
社
の
経
営
者
の
ど
ち
ら
に
も
味
方
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
開
買

（
佃
）

付
に
対
し
て
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
は
中
立
を
守
る
も
の
で
あ
る
｝
」
と
が
、
立
法
経
過
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
。

右
の
目
的
の
た
め
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
は
、
公
開
買
付
の
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
お
よ
び
実
際
に
公
開
買
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に

つ
き
、
｜
定
の
事
項
を
公
開
買
付
者
お
よ
び
そ
の
可
能
性
の
あ
る
者
に
開
示
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
二
条
の
下
で
登
録
さ
れ
た
証
券
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
所
有
者
と
な
っ
た
者
は
、
一
○
日
以
内
に
、

当
該
証
券
の
発
行
会
社
と
証
券
取
引
委
員
会
（
闇
。
）
に
対
し
て
、
一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
通
知
書
（
の
一
旦
の
日
の
目
）
を
提
出
し

（
杣
）

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
右
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
公
開
買
付
を
行
う
た
め
に
は
、
一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
通
知
響
を

（
他
）

Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
提
出
し
、
か
つ
、
被
勧
誘
者
に
対
し
て
も
一
定
の
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
た
。

ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
は
、
右
の
開
示
規
制
の
ほ
か
に
、
公
開
買
付
の
過
程
に
お
け
る
実
質
的
な
株
主
保
護
規
定
を
お
い
て
い
る
。
公

（
⑩
）

（
例
）

開
買
付
に
応
じ
た
株
主
の
取
消
権
、
買
付
予
定
数
以
上
の
申
込
が
あ
っ
た
場
ム
ロ
の
按
分
比
例
に
よ
る
買
付
、
買
付
価
格
を
引
上
げ
た

（
相
）

場
ム
ロ
の
同
一
価
格
に
よ
る
買
付
が
そ
れ
で
あ
る
。
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（
伯
）

連
邦
の
ウ
ィ
リ
ァ
ム
ズ
法
よ
り
も
五
ヶ
月
前
に
効
力
を
発
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
法
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
州
が
独
自
の
公
開

買
付
規
制
法
を
制
定
し
て
州
内
企
菜
に
か
か
わ
る
公
闇
買
付
に
対
処
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
州
法
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
に
か
な

り
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
的
特
徴
と
し
て
は
、
そ
れ
が
、
当
該
州
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
、
州
内
に
重
要
な
資
産
も
し
く

は
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
会
社
に
対
す
る
公
開
買
付
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
の
下
で
要
求
さ
れ
る

の
と
類
似
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
情
報
を
州
の
証
券
関
係
鮮
関
に
提
供
す
べ
き
こ
と
、
そ
の
情
報
開
示
は
公
開
買
付
が
有
効
に

開
始
さ
れ
る
一
定
期
間
以
前
に
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
（
事
前
届
出
制
）
、
州
の
機
関
は
、
機
関
独
自
の
判
断
ま
た
は
対
象
会
社
の
要

求
に
よ
り
、
完
全
か
つ
十
分
な
情
報
開
示
が
な
さ
れ
た
か
否
か
、
さ
ら
に
は
、
当
該
公
開
買
付
の
実
質
的
公
正
さ
を
判
断
（
実
質
審

査
）
す
る
た
め
に
、
聴
聞
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
、
州
法
の
要
件
に
合
致
し
な
い
公
開
買
付
を
州
の
機
関
が
禁
止
す
る
こ
と
が
出
来

る
こ
と
等
を
あ
一
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
に
、
公
闇
買
付
の
最
短
お
よ
び
最
長
持
続
期
間
（
岳
の
曰
目
目
巨
日
目
ニ
ョ
ロ
メ
旨
日
日

・
魚
の
同
旨
、
□
の
『
］
・
」
）
、
株
主
の
取
消
権
、
按
分
比
例
に
よ
る
買
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
期
間
（
夢
の
威
日
の
』
圓
品
乏
亘
・
す
：

（
⑪
）

・
澪
日
日
目
巨
の
←
Ｐ
Ｃ
８
日
口
］
］
、
冨
忌
め
げ
の
目
の
局
の
』
・
■
、
口
・
円
Ｐ
厨
高
田
⑪
）
等
の
実
体
的
要
件
を
含
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
州
法
は
、
連
邦
の
公
關
賢
付
に
対
す
る
規
制
に
加
え
て
対
象
会
社
の
株
主
を
保
謎
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

（
伯
）

の
で
あ
っ
た
が
、
総
じ
て
、
公
闇
頁
付
に
対
し
て
地
元
（
州
）
の
企
業
を
保
謎
す
る
こ
と
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が

（
伯
）

で
き
、
公
開
買
付
を
←
荊
披
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
定
し
た
州
内
企
業
を
確
保
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
州
内
企
業
の
経
営
者
を
安
泰
た

（
釦
）

ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
見
え
透
い
た
本
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
た
。
公
開
買
付
者
に
の
み
負
租
箏
と
課
し
、

対
象
会
社
の
経
営
者
に
は
何
ら
負
廻
を
課
さ
な
い
な
ど
一
方
的
で
あ
る
こ
と
や
、
多
く
の
州
が
、
友
好
的
（
岸
］
。
且
一
望
）
公
開
買
付

を
適
用
除
外
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

州
の
公
開
買
付
規
制
法
は
、
た
と
え
州
内
の
対
象
会
社
の
一
般
株
主
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
は
い
え
、
一
方
で
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は
、
そ
の
適
用
範
囲
を
画
す
る
基
準
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
規
制
が
州
外
の
公
開
買
付
当
事
者
の
取
引
に
ま
で
及
び
（
例
え
ば
、

州
外
の
公
開
買
付
者
か
ら
の
州
内
企
業
に
対
す
る
公
開
買
付
に
対
し
て
、
対
象
会
社
の
州
外
の
株
主
が
こ
れ
に
応
じ
よ
う
と
す
る
場

合
）
、
そ
の
点
で
州
際
取
引
に
関
す
る
州
の
権
限
の
有
無
、
す
な
わ
ち
、
通
商
条
項
違
反
の
問
題
を
生
じ
、
他
方
で
は
、
州
法
が
ウ

イ
リ
ァ
ム
ズ
法
と
異
な
る
規
制
を
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
規
制
に
よ
っ
て
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
目
的
が
阻
害
さ
れ
な
い
か
と
い
う

問
題
、
例
え
ば
、
州
法
の
公
開
買
付
の
事
前
届
出
制
度
は
、
対
象
会
社
の
現
経
営
者
に
対
抗
手
段
を
講
ず
ろ
期
間
を
与
え
る
効
果
を

有
す
る
点
で
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
比
べ
て
よ
り
経
営
者
に
有
利
に
作
用
し
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
が
定
め
た
公
開
買
付
者
と
経
営
者

間
の
バ
ラ
ン
ス
を
経
営
者
側
に
有
利
な
方
向
で
崩
す
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
も
し
ウ
イ

リ
ァ
ム
ズ
法
の
目
的
が
阻
害
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
州
法
は
連
邦
法
の
最
高
法
規
性
を
定
め
た
合
衆
国
憲
法
第
六
編
二
項
に
違
反

し
、
当
該
州
法
は
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
前
述
の
特
徴
を
備
え
た
州
の
公
開
買
付
規
制
法
（
こ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
に
関
し
て
、
後
述
の
通
り
、

囲
恩
『
く
・
冒
弓
国
○
・
日
．
』
田
口
・
の
。
●
侭
』
Ｂ
Ｐ
Ｃ
←
・
呂
沼
（
ら
圏
）
に
お
い
て
合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
、
は
じ
め
て
、

そ
の
合
憲
性
に
つ
き
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
が
、
同
判
決
以
後
、
同
判
決
に
そ
っ
て
各
州
の
公
開
買
付
規
制
法
が
修
正
さ
れ
る
こ

（
則
）

と
に
な
り
、
こ
れ
ら
修
正
さ
れ
た
州
法
が
い
わ
ゆ
る
第
二
世
代
公
開
買
付
規
制
法
と
呼
ば
れ
る
｝
」
と
か
ら
、
こ
れ
と
の
対
比
に
お
い

（
駆
）

て
、
冨
旨
目
判
決
以
前
の
州
法
は
第
一
世
代
公
開
買
付
規
制
法
と
呼
ば
れ
る
）
に
つ
い
て
は
、
望
ま
し
い
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
意

（
“
）

法
違
反
で
も
あ
る
と
い
う
有
力
な
主
張
が
あ
り
、
下
級
審
の
判
例
に
も
。
『
の
自
三
の
、
庁
・
日
ロ
己
苣
の
」
。
。
Ｂ
・
弓
・
属
皀
乏
の
一
一
》
、
。

（
罰
）

句
・
臣
冨
切
①
（
、
夢
。
】
Ｈ
・
」
召
の
）
を
は
じ
め
と
し
て
違
憲
と
す
る
も
の
が
出
て
き
た
。
憲
法
違
反
の
理
由
と
さ
れ
る
の
は
、

州
法
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
通
商
条
項
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

州
法
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
連
邦
法
た
る
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
が
明
文
で
州
の
規
制
を
禁
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じ
て
い
る
か
、
州
法
と
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
を
遵
守
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
州
法
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
目
的

（
駒
）

を
阻
害
す
る
と
い
う
塲
丞
ロ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
前
一
一
者
は
問
題
と
な
ら
ず
、
結
局
、
州
法
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の

目
的
を
阻
害
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
が
、
い
ず
れ
も
対
象
会
社
の
一
般
株
主
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
州
法

が
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
の
目
的
を
阻
害
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
株
主
の
保
護
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
州
法
の
規
定
が
、
何
故
に
、
あ

る
い
は
、
ど
の
よ
う
に
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
の
目
的
を
阻
害
す
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
問
題
と
さ

れ
る
の
が
、
公
開
買
付
に
対
す
る
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
は
、
公
”
国
頁
付
そ
の

も
の
が
、
対
色
云
云
社
の
焉
騨
株
主
の
保
護
と
い
う
密
観
点
か
ら
好
ま
し
い
こ
と
か
、
あ
る
い
は
害
悪
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
一
定
の

判
断
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
、
公
開
買
付
に
直
面
し
た
株
主
が
十
分
な
情
報
を
得
た
う
え
で
そ
れ
に
対
す
る
態
度
を

決
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
株
主
の
保
護
を
は
か
っ
て
い
る
、
そ
の
意
味
で
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
は
公
開

貿
付
に
対
し
て
厳
正
な
’
中
立
性
を
保
っ
て
お
り
、
そ
の
規
制
に
よ
っ
て
、
公
開
貰
付
者
あ
る
い
は
対
彰
云
云
社
の
ど
ち
ら
に
も
、
有
利

（
弱
）

あ
る
い
は
不
利
な
結
果
に
な
ら
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
て
い
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
｝
」
の
立
場
を
前
提
に
す
る
と
、
例
え
ば
、

公
開
買
付
の
事
前
｛
願
出
制
の
よ
う
な
規
定
は
、
た
と
え
株
主
の
保
謹
に
資
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
同
時
に
そ
れ
は
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ

法
の
中
立
性
を
犯
す
結
果
に
な
り
、
ひ
い
て
は
、
公
開
買
付
に
対
す
る
中
立
性
を
保
ち
つ
つ
、
｜
般
投
賢
者
の
保
護
を
は
か
る
と
い

（
駒
）

う
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
の
目
的
に
も
反
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
公
開
買
付
に
対
す
る
中
寸
硅
を
雷
雨
）
す
る
寸
塲
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
公
明
圃
頁
付
自
体
は
、
会
社
お
よ
び
株
主
に
と
っ
て
常
に
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
会
社
資

産
の
効
率
的
運
用
の
面
か
ら
好
ま
し
い
塲
苔
も
あ
り
得
る
と
す
る
見
地
で
あ
っ
て
、
或
る
公
開
買
付
が
会
社
お
よ
び
株
主
に
と
っ
て

好
ま
し
い
か
否
か
を
決
す
る
の
は
株
主
で
あ
る
べ
き
で
、
自
己
の
去
就
が
当
該
公
開
買
付
の
成
功
の
成
否
に
か
か
っ
て
い
る
対
勇
云
云

（
駒
）

社
の
現
経
営
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
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二
、
目
、
四
『
『
・
巨
弓
面
判
決

州
の
い
わ
ゆ
る
第
一
世
代
公
開
買
付
規
制
法
の
合
憲
性
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
論
争
が
あ
る
中
で
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
、
は

じ
め
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
実
質
的
な
判
断
を
下
し
た
の
が
圏
恩
『
ご
・
ご
自
国
○
・
ｓ
・
判
禰
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
判
決
は
、

事
件
の
特
殊
性
と
問
題
の
難
し
さ
の
た
め
か
、
裁
判
官
の
意
見
が
細
か
く
分
れ
、
州
の
公
開
買
付
規
制
の
問
題
に
つ
い
て
完
全
か
つ

（
則
）

確
定
的
な
判
断
が
示
さ
れ
た
と
は
一
云
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
事
件
は
、
イ
リ
ノ
イ
会
社
に
対
し
て
公
開
買
付
を
開
始
し
た
原
告
三
自
国
○
・
ｓ
．
（
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
が
、
当
該

公
開
貿
付
に
対
し
て
、
イ
リ
ノ
イ
事
業
公
開
買
付
法
（
】
旨
・
］
の
団
局
旨
の
切
印
曰
鳥
の
－
○
ぐ
の
Ｈ
シ
○
一
）
を
適
用
し
な
い
よ
う
、
同
法
の

執
行
を
担
当
す
る
イ
リ
ノ
イ
州
の
担
当
官
を
相
手
に
、
差
止
命
令
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
合
衆
国
イ
リ
ノ
イ
北

部
地
区
地
方
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
を
認
め
、
合
衆
国
第
七
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
も
、
イ
リ
ノ
イ
法
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て

（
鋸
）

専
占
さ
れ
、
通
商
条
項
違
反
と
な
る
ほ
ど
不
当
な
負
担
を
州
際
通
商
に
課
す
も
の
だ
と
し
て
、
地
方
裁
判
所
を
支
持
し
た
。

州
の
公
開
買
付
規
制
法
が
通
商
条
項
に
違
反
す
る
と
さ
れ
る
理
由
は
、
当
該
州
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
州
の
利
益
と
そ
れ
に
よ
っ

（
則
）

て
州
際
通
商
に
課
さ
れ
る
負
担
と
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
、
後
者
の
負
担
が
前
者
の
利
益
よ
り
も
大
き
い
と
さ
れ
る
｝
」
と
に
あ
る
。

右
の
よ
う
な
学
説
お
よ
び
判
例
に
対
し
て
は
、
州
の
公
開
買
付
規
制
法
は
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
も
の
で
は

（
印
）
（
い
）

な
く
、
通
商
条
項
に
違
反
す
る
も
の
で
も
な
い
と
す
る
学
説
、
判
例
も
あ
る
。
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
唯
一
の
目
的
は
投
資
者
の
保
護

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
州
法
と
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
は
何
ら
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
従
っ
て
、
専
占

の
問
題
を
生
じ
な
い
し
、
ま
た
、
州
法
が
州
際
通
商
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
州
が
正
当
な
利
害
関
係
を

有
す
る
事
項
に
つ
い
て
対
処
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
州
の
立
法
権
の
範
囲
内
に
属
し
、
通
商
条
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
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結
論
と
し
て
、
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
最
高
裁
判
所
の
判
決
の
法
廷
意
見
は
、
ホ
ワ
イ
ト
（
乏
巨
后
）

判
事
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
意
見
の
全
体
に
つ
い
て
過
半
数
の
同
意
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
過

半
数
の
同
意
が
得
ら
れ
た
の
は
、
イ
リ
ノ
イ
法
が
通
商
条
項
に
違
反
す
る
と
す
る
部
分
で
、
し
か
も
、
そ
の
理
由
の
う
ち
、
イ
リ
ノ

イ
法
が
州
際
通
商
に
課
す
こ
と
に
な
る
負
担
が
同
法
の
達
成
し
よ
う
と
す
る
地
方
の
利
益
に
照
ら
し
て
過
大
で
あ
る
と
す
る
部
分

ミ
ー
因
の
部
分
）
の
み
で
あ
る
。

法
廷
意
見
は
、
イ
リ
ノ
イ
法
が
州
際
通
商
に
課
す
こ
と
に
な
る
明
白
な
負
担
は
、
公
開
買
付
が
進
め
ら
れ
る
か
否
か
の
決
定
権
を

イ
リ
ノ
イ
州
に
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
イ
リ
ノ
イ
州
の
担
当
官
に
全
国
的
な
公
開
買
付
を
妨
害
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
の
効
果
は
重
大
で
あ
る
。
株
主
は
そ
の
株
式
を

プ
レ
ミ
ア
ム
付
で
売
却
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
る
。
効
率
と
競
争
を
高
め
う
る
過
程
の
一
つ
で
あ
る
、
経
済
的
資
源
を
そ
の
最
も
価
値

あ
る
使
用
に
再
配
置
す
る
と
い
う
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
。
現
経
営
者
と
し
て
株
式
の
価
格
が
高
く
維
持
さ
れ
る
よ
う
業
務
に
努
め
る

（
“
）

と
い
う
公
開
買
付
の
有
す
る
刺
激
が
減
殺
さ
れ
る
。
・
・
・
…
」

イ
リ
ノ
イ
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
利
益
と
し
て
考
え
ら
れ
る
、
州
内
の
株
主
の
保
護
と
州
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
会
社
の
内
部

事
項
を
規
制
す
る
こ
と
に
つ
い
て
州
の
有
す
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
地
方
の
投
資
者
を
保
謎
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
州

の
適
法
な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
が
、
非
居
住
者
た
る
株
主
を
保
護
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
州
は
適
法
な
利
益
を
有
し
な
い
。
…
…

さ
ら
に
、
イ
リ
ノ
イ
法
が
会
社
が
自
己
株
を
取
得
す
る
場
合
を
同
法
の
完
全
な
適
用
除
外
に
し
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
…
…
そ
の
結
果
は
、
○
亘
８
，
．
国
く
の
←
（
対
象
会
社
ｌ
篭
者
注
）
が
、
イ
リ
ノ
イ
法
に
従
う
こ
と
な
く
、
自
己
株
に
対
し

て
対
抗
的
公
開
買
付
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
、
○
三
ｓ
、
。
”
弓
の
庁
の
株
主
を
連
邦
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
保
護
だ
け
に
頼
る
し

か
な
い
状
態
に
お
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
保
護
は
イ
リ
ノ
イ
州
が
他
の
場
合
に
は
投
資
者
の
保
護
と
し
て
不
十
分
な
も
の
と
看
倣



7７ 米国証券関係法判例研究（島袋鉄男）

ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
さ
ら
に
、
イ
リ
ノ
イ
法
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
と
す
る
控
訴
審
判
決
を
支
持
し
、
そ
の
理

由
を
、
公
開
買
付
の
事
前
届
出
、
聴
聞
会
お
よ
び
州
担
当
官
に
よ
る
実
質
審
査
を
定
め
た
イ
リ
ノ
イ
法
の
規
定
は
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ

法
に
よ
っ
て
注
意
深
く
定
立
さ
れ
た
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
の
目
的
の
完
遂
を
阻
害
す
る
と
述
べ
て

（
わ
）

い
る
。
こ
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ガ
ー
（
団
員
、
閂
）
長
官
と
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
（
因
］
ｐ
・
穴
Ｂ
Ｐ
ｐ
）
判
事
が
同
意
す
る
だ
け
で
、
過

半
数
の
同
意
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
同
意
し
な
か
っ
た
判
事
の
う
ち
、
ス
テ
ィ
ー
プ
ン
ス
（
の
←
の
べ
の
目
）
判
事
だ
け
が
こ
の
意
見

（
別
）

に
反
対
の
」
曰
を
明
確
に
し
て
い
る
だ
け
で
、
他
の
五
人
の
判
事
は
、
｝
」
の
点
に
つ
き
立
場
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
専
占

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
が
主
張
す
る
目
的
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…

…
…
イ
リ
ノ
イ
法
の
規
定
に
よ
っ
て
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
遅
延
に
よ
っ
て
株
主
が
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
利
益
は
、
碩
纏
営
者

の
防
御
策
に
よ
っ
て
公
開
買
付
が
失
敗
す
る
と
い
う
危
険
の
増
大
に
よ
っ
て
帳
消
し
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
イ
リ
ノ
イ
法
が
居

（
印
）

住
者
た
る
株
主
に
与
え
る
保
謹
は
、
大
部
分
が
思
わ
く
的
（
の
己
の
。
Ｅ
］
ｇ
】
『
の
）
な
も
の
で
あ
る
。
」
、
「
公
開
買
付
は
、
株
主
に
よ
る

第
三
者
へ
の
株
式
の
譲
渡
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
｛
曰
体
、
対
《
率
壼
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。

…
…
イ
リ
ノ
イ
法
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
居
圧
者
に
よ
っ
て
社
外
株
の
一
○
パ
ー
セ
ン
ト
が
所
有
さ
れ
て
い
る
会
社
に
対
す
る
公
開

買
付
に
も
適
用
さ
れ
る
…
…
。
そ
の
桔
呆
、
百
脚
法
は
、
イ
リ
ノ
イ
で
設
立
さ
れ
た
の
で
も
な
く
、
そ
の
主
た
る
蛍
曇
〈
所
が
同
州
外
に

あ
る
会
社
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
イ
リ
ノ
イ
州
は
、
（
そ
の
よ
う
な
ｌ
筆
者
）
外
国
会
社
の
内
部
事
項
に
つ
い
て
規
制
す

る
利
益
を
何
ら
有
し
な
し
“
と
述
べ
て
い
る
・

ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
、
イ
リ
ノ
イ
法
が
通
商
条
項
に
違
反
す
る
理
由
と
し
て
、
同
法
が
イ
リ
ノ
イ
州
の
境
界
を
越
え
て
完
全
に
州
外

、
、
、

で
生
ず
る
取
引
を
直
接
に
（
。
：
。
←
］
］
）
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
過
半
数
の
同
意
を
得

（
的
）

て
い
な
い
。
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（
ね
）

の
問
題
は
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
明
確
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
る
｝
」
と
に
な
っ
た
。

三
、
冨
弓
国
判
決
以
後
の
い
わ
ゆ
る
第
一
一
世
代
公
開
買
仗
規
制
法
と
本
判
決
の
意
義

三
国
回
判
決
は
、
イ
リ
ノ
イ
公
開
買
付
規
制
法
の
違
憲
性
を
通
商
条
項
違
反
に
求
め
、
そ
の
理
由
を
い
わ
ゆ
る
比
較
衡
量
論

（
ｇ
一
目
。
ご
ｍ
←
の
⑪
←
）
に
よ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
比
鼓
祷
量
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
州
規
制
法
に
よ
っ
て
州
際
通
商
に
課
さ
れ
る

負
担
と
州
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
利
益
で
あ
る
が
、
比
較
衡
過
で
あ
る
以
上
、
或
る
州
規
制
法
の
内
容
如
何
に
よ
っ
て
、
州
際
通
商

に
課
さ
れ
る
負
担
と
守
ら
れ
る
利
益
と
が
変
り
得
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
昌
自
判
決
の
法
理
の
下

で
も
、
通
商
条
項
違
反
と
は
さ
れ
な
い
州
の
公
開
買
付
規
制
法
が
存
在
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
巨
弓
国
判
決
の
法

廷
意
見
の
下
で
も
州
の
公
闇
頁
仗
規
制
の
余
地
は
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。

州
の
規
制
に
よ
っ
て
州
際
通
商
に
課
さ
れ
る
負
廻
と
し
て
冒
弓
因
判
決
が
重
視
し
た
の
は
、
州
の
実
質
的
判
断
に
よ
っ
て
公
開

買
付
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
お
か
な
い
他
の
州
法
は
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
規
定

を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旨
自
国
判
決
を
回
避
し
う
る
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
ま
た
、
州
の
利
益
に
つ
い
て
、
冨
弓
国

判
決
は
、
州
外
の
者
に
対
す
る
取
引
規
制
に
つ
い
て
は
州
の
利
益
は
及
ば
な
い
と
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
州
法
の
適
用
範
囲
を
州
の

利
益
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
限
定
し
た
場
合
は
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ー
・
ス
カ
イ
・
ロ
ー
型
の
規
制
で
あ
れ
ば
、
ブ
ル
ー
・

ス
カ
イ
・
ロ
１
の
合
憲
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
以
上
問
題
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
会
社
の
内
部
事
項
の
規
制
に
対
す
る

州
の
利
益
に
つ
い
て
、
ご
自
国
判
決
は
、
公
開
買
付
は
株
主
の
第
三
者
へ
の
株
式
の
譲
渡
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
会
社
の
内
部
事

項
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
公
園
貢
付
の
株
式
の
譲
渡
と
い
う
側
面
に
は
規
制
を
加
え
ず
、
株
式
の
譲
渡
後
に
つ
い

て
、
例
え
ば
、
公
開
買
付
に
よ
っ
て
取
得
し
た
株
式
の
議
決
権
に
つ
い
て
規
制
を
加
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
会
社
の

内
部
事
項
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
州
が
強
い
利
益
を
有
し
、
伝
統
的
に
州
法
の
規
制
範
囲
と
さ
れ
て
き
た
会
社
法
に
属
す
る
こ
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と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
を
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
、
巨
弓
因
判
決
の
通
商
条
項
違
反
に
関
す
る
法

理
の
下
で
も
、
既
存
の
州
規
制
法
と
イ
リ
ノ
イ
法
と
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
憲
性
を
主
張
す
る
方
法
、
規
制

（
羽
）

法
を
ブ
ル
ー
・
ス
カ
イ
・
ロ
ー
型
の
も
の
に
す
る
方
法
お
よ
び
規
制
方
法
を
会
社
法
型
の
も
の
に
す
る
方
法
の
余
地
が
残
さ
れ
た
。

（
Ⅶ
）

冒
自
判
決
以
後
、
公
開
買
付
の
規
制
に
つ
き
、
新
た
な
方
法
に
よ
る
州
法
を
制
定
す
る
州
が
出
て
き
た
。
こ
れ
ら
富
国
因

判
決
以
後
の
州
法
が
、
い
わ
ゆ
る
第
二
世
代
（
、
の
８
且
１
ｍ
ｇ
の
『
島
。
。
）
公
開
買
付
規
制
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
第
一
世
代

公
開
買
付
規
制
法
と
の
違
い
は
、
第
一
世
代
の
そ
れ
が
公
開
買
付
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
規
制
を
加
え
た
の
に
対
し
て
、
第
二
世
代
の

そ
れ
は
、
公
開
買
付
を
直
接
に
条
件
づ
け
た
り
、
制
約
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
対
象
会
社
の
内
部
管
理
機
構
を
公
開
買
付
が
完

了
し
た
後
に
生
じ
う
る
事
態
に
対
し
て
重
大
な
効
果
を
有
す
る
よ
う
に
再
調
整
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
世

代
が
州
の
公
開
買
付
規
制
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
世
代
は
伝
統
的
な
州
会
社
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
蕊
。

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

会
社
の
内
部
事
項
の
規
制
を
通
し
て
公
開
買
付
に
対
処
す
る
と
い
う
手
法
は
、
伝
統
的
に
州
の
正
当
な
権
限
の
範
囲
内
と
さ
れ
て

き
た
領
域
で
規
制
す
る
と
い
う
点
で
は
確
か
に
、
比
較
衡
量
論
に
お
け
る
州
の
利
益
の
正
当
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
が
、
直
接
に
公
開
買
付
自
体
を
規
制
す
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
敵
対
的
公
開
買
付
者
が
公
開
買
付
を
開
始
す
る
こ
と
、
ま

た
は
、
公
開
買
付
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
、
極
め
て
強
い
抑
制
効
果
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
効
果

が
、
州
際
公
開
買
付
を
制
限
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
州
際
通
商
に
対
す
る
容
認
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
負
担
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
世
代
公
開
買
付
規
制
法
は
、
こ
の
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
第
一

（
花
）

世
代
公
開
買
付
規
制
法
に
は
見
ら
れ
な
い
新
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、
通
商
条
項
は
い
か
に
し
て
、
あ
る
い
は
、
ど
の
程

度
、
州
が
州
会
社
法
を
通
し
て
会
社
の
内
部
事
項
を
規
制
す
る
権
限
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
複
雑
で
困
難
な

（
行
）

問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
冨
自
判
決
自
体
か
ら
課
題
と
し
て
生
ず
る
問
題
と
い
っ
て
よ
い
。
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巨
弓
国
判
決
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
専
占
の
問
題
に
つ
い
て
法
廷
意
見
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
明
確
に
否

定
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
相
対
冬
熟
》
意
見
で
示
さ
れ
た
貝
寵
ほ
、
州
の
公
開
質
付
蜻
税
制
法
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
｝
専
占
さ
れ

（
ね
）

る
と
す
る
可
能
性
を
示
す
有
力
な
見
解
と
し
て
残
る
一
」
と
に
な
っ
た
。

三
弓
固
判
決
以
後
、
同
判
決
の
判
旨
を
考
慮
し
た
う
え
で
改
正
さ
れ
た
州
の
第
二
世
代
公
開
買
付
規
制
法
に
つ
い
て
は
、
右
の

（
ね
）

一
一
つ
の
点
で
そ
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
り
、
下
級
審
も
そ
の
見
解
を
異
に
し
た
。
本
判
胆
決
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
に
関
す
る
最

高
裁
判
所
の
判
断
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

本
判
決
は
、
ま
ず
、
一
専
占
の
問
題
に
つ
い
て
、
菖
弓
因
判
決
の
専
占
に
関
す
る
相
対
多
数
意
見
は
法
廷
意
見
で
は
な
い
か
ら
そ

れ
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
一
合
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
法
理
の
範
囲
内
に
お
い
て
も
本
件
の
イ

ン
デ
ィ
ア
ナ
法
は
合
憲
と
さ
れ
る
も
の
だ
と
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
イ
リ
ノ
イ
法
の
よ
う
な
、
公
開
買
付
手
続
き
の
過
程
で
経
営
者

に
有
利
な
取
扱
い
を
し
た
り
、
公
開
貸
付
を
無
期
限
に
遅
延
さ
せ
た
り
、
州
政
府
に
公
函
国
頁
付
の
｛
表
質
的
公
正
さ
に
つ
い
て
判
断
す

る
余
地
を
残
す
よ
う
な
、
限
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
州
法
が
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と

（
卯
）

を
暗
に
認
め
る
も
の
だ
と
解
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
専
占
の
問
題
の
中
心
と
な
る
、
州
法
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
目
的
の
達
成
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
か
を
判
断
す

る
際
の
ウ
ィ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
目
的
と
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
投
資
者
の
保
謹
の
み
が
強
調
さ
れ
、
昌
冒
判
決
の
相
対
多
数
意
見
で

（
皿
）

指
摘
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
中
立
性
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
投
資
者
の
保
護
と
い
う
場
ム
ロ
も
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
反

（
唾
）

対
意
見
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
対
象
△
呑
社
の
個
々
の
株
主
ｌ
と
く
に
少
数
株
主
ｌ
で
は
な
く
、
団
体
と
し
て
の
株
主
ｌ
実
際
に
は

多
数
株
主
Ｉ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

右
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
投
資
者
保
護
と
い
う
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
目
的
の
遂
行
と
い
う
点
に
関
し
、
州
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
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、

れ
る
公
開
貿
付
の
遅
延
と
い
う
効
果
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
、
】
白
目
判
決
の
法
意
を
公
開
買
付
が
不

、
、
、

（
田
）

合
理
な
遅
延
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
遅
延
の
範
囲
を
緩
や
か
に
解
－
）
、
さ
ら
に
、

公
開
買
付
が
成
功
し
た
後
の
買
付
け
ら
れ
た
株
式
の
権
利
内
容
等
に
関
す
る
州
の
規
制
を
伝
統
的
に
州
に
認
め
ら
れ
た
権
限
と
し
て
、

こ
の
権
限
の
行
使
の
結
果
、
公
開
買
付
に
遅
延
が
生
じ
て
も
、
そ
れ
は
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
る
専
占
を
正
当
化
す
る
程
十
分
な
も

会
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
規
制
は
州
の
独
自
の
権
限
で
あ
り
、
そ
の
権
限
の
行
使
の
結
果
、
公
開
買
付
に
影
響
が
生
じ
て
も
止

（
鰯
）

む
を
得
な
い
と
す
る
右
の
立
場
は
、
本
判
決
に
お
い
て
、
通
商
条
項
違
反
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
も
決
め
手
に
な
っ
て
い
る
。

州
内
企
業
に
対
す
る
公
開
買
付
を
規
制
す
る
方
法
と
し
て
、
三
弓
回
判
決
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
手
法
を
回
避
し
、
会
社
の

内
部
事
項
に
関
す
る
規
制
を
通
し
て
行
う
と
い
う
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
の
合
憲
性
が
本
判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
他
の
い
わ
ゆ
る
第
二
世
代
公
開
買
付
規
制
法
は
有
力
な
支
持
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
規
制
が
事
実
上
公
開

買
付
を
抑
止
す
る
効
果
を
有
し
、
州
際
公
開
買
付
に
制
限
を
課
す
こ
と
に
な
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
無
論
、
州
法
で
あ
る
以
上

そ
の
適
用
範
囲
が
州
内
企
業
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
、
そ
れ
以
外
に
州
の
規
制
を
正
当
化
す
る
要
件
（
本
件
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
で
い

え
ば
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
に
相
当
数
の
株
主
を
有
す
る
会
社
で
あ
る
こ
と
等
）
に
よ
っ
て
さ
ら
に
適
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に

（
髄
）

な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
限
り
で
も
、
州
際
公
開
買
付
を
制
限
す
る
効
果
は
小
さ
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

本
判
決
に
よ
っ
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
法
の
合
憲
性
が
認
め
ら
れ
た
以
上
、
第
二
世
代
公
開
買
付
規
制
法
に
よ
っ
て
事
実
上
も
た
ら
さ

（
師
）

れ
る
抑
止
的
効
果
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
立
法
に
よ
っ
て
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
上
専
占
の
意
図
を
明
確
に
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
一
方
で
は
、
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
目
的
の
中
に
同
法
の
中
立
性
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う

問
題
ｌ
そ
れ
は
ま
た
、
公
開
買
付
を
一
般
株
主
の
立
場
か
ら
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
関
連
す
る
が
Ｉ
を
解
決
し
な
け
れ
ば

（
肌
）

の
で
は
な
い
と
す
安
包
。
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な
ら
な
い
し
、
他
方
で
は
、
従
来
会
社
法
の
分
野
と
さ
れ
た
部
分
に
、
通
商
条
項
を
根
拠
に
ど
こ
ま
で
連
邦
法
が
進
出
し
て
い
け
る

か
と
い
う
極
め
て
複
雑
か
つ
困
難
な
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

'芦、戸、

２１注
、－少、＝’

〆、グー、〆■、〆■、

1２１１１０９
、-'、."、-ノ、一

目
、‐'

６

□
百
口
目
Ｃ
ｍ
ｏ
ｏ
『
己
．
。
『
シ
日
の
風
Ｂ
こ
・
○
日
の
○
○
ｓ
．
．
『
置
甸
・
臣
Ｐ
ｇ
（
『
言
。
】
『
・
乞
忠
）
・

『
置
句
・
Ｅ
ｇ
画
冨
・
「
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
法
は
州
が
よ
り
敵
対
的
規
制
を
す
る
こ
と
を
暗
に
禁
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ウ
イ
リ
ァ

ム
ズ
法
自
体
は
公
開
買
付
に
対
し
て
特
別
な
敵
意
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
の
大
き
な
飛
踊
で
あ
る
」
と
い
う
。
苞
。

目
（
島

昌
ａ
・
巴
哺
忠
。

■
島
ロ
ー
』
。
②

自
己
○
・
○
○
口
の
⑫
画
②
－
］
－
］
『
－
」
貝
の
⑩
。
，
（
の
巨
む
つ
』
・
ロ
②
）

＆
の
←
巴
・
畢
望
・
口
の
口
日
の
且
巴
》
】
、
□
・
の
．
。
・
⑫
⑫
『
、
【
口
（
二
）
－
（
の
）
口
且
忌
口
（
」
）
－
（
烏
）
（
】
葛
画
の
」
・
Ｐ
目
の
巨
己
ｂ
・

固
■

弓
ケ
の
可
の
○
の
『
口
｝
○
○
口
の
一
』
冨
豆
○
コ
・
少
１
．
円
》
ゆ
め
》
。
］
・
函
・

ロ
］
ロ
ロ
日
』
○
ｍ
○
○
ｓ
．
。
『
シ
日
の
目
○
ｍ
ご
・
ｏ
Ｂ
ｍ
ｏ
ｏ
Ｈ
己
．
『
団
『
句
，
の
ロ
己
已
・
国
巴
（
ｚ
・
ロ
・
皀
・
］
畠
①
）

⑦
い
く
句
・
の
ロ
ロ
ロ
マ
口
戸
酉
垣
Ｐ

■閂

Fﾕ.
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○
日
の
○
○
円
己
・
く
・
□
］
ロ
⑪
曰
昌
。
、
。
。
冠
で
．
○
〔
シ
ョ
の
凶
○
口
》
ご
『
、
・
○
一
・
］
＄
『
。
］
量
』
（
ご
雪
）
・

』
（
』
・
ゆ
ず
。
③
吟
車
・

『
鹿
。
⑪
寸
揖
。
←
、
Ｉ
Ｊ
Ｐ
句
・

浄
斡
・
口
守
揖
③
』
③
。

『
回
・
ロ
ー
］
つ
←
『
０

『（曙◆

『（路。

胃
島
ロ
ー
得
の
鯵
②
。

｛＆。

『
＆
・

帛
巨
‐
、
許
障
⑤
《
⑭
－
一
・
・

昌
巨
０
四
・
一
］
、
』
垣
・

』且。

』（閏・

』
感
・
色
←
毎
ｍ
ｍ
つ
１
国
Ｈ
・

畠
口
・
ゆ
ず
】
①
、
】
・

閂
ロ
。
、
←
］
⑦
、
』
ｌ
Ｊ
ｍ
画
・

』
臣
，
Ｐ
←
］
⑥
、
虜
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（
胡
）
い
，
げ
。
⑪
、
》
句
巨
ロ
ユ
日
曰
の
ロ
日
」
⑪
。
［
、
の
２
吋
昼
の
②
”
の
、
Ｅ
一
口
註
ｏ
ｐ
ｍ
ｇ
（
］
②
忠
）
・

（
羽
）
□
。
Ｓ
・
幻
口
冒
の
『
》
の
①
目
『
旨
の
の
国
の
、
巳
Ｐ
区
。
。
】
Ｓ
（
西
口
の
□
・
Ｓ
ｇ
）
・

（
伽
）
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
の
提
案
者
で
あ
る
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
上
院
蟻
員
は
、
経
営
者
ま
た
は
公
開
賢
付
者
の
ど
ち
ら
を
も
有
利
に
し
な
い
よ
う
十

分
に
注
意
を
払
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
］
］
四
○
・
口
、
，
因
の
○
・
置
詔
」
（
』
忠
『
）
，

（
似
）
証
券
酌
訂
餅
法
一
三
条
（
ｄ
）
項
、
】
、
□
．
、
。
○
・
吻
冨
目
（
。
）
・

（
蛇
）
同
法
一
四
条
（
ｄ
）
項
⑪
、
］
、
ｐ
．
ｍ
．
○
・
雪
ロ
ゴ
（
。
）
（
』
）
・

（
妃
）
同
法
一
四
条
（
ｄ
）
項
⑤
、
］
ｍ
ｐ
ｍ
・
○
・
雪
②
ロ
（
ｑ
）
（
、
）
・

（
“
）
同
法
一
四
条
（
ｄ
）
項
⑥
、
忌
口
、
．
○
吻
冨
ロ
（
」
）
（
。
）
・

（
妬
）
同
法
一
四
条
（
ｄ
）
項
、
、
］
切
口
・
の
．
○
・
函
冨
。
（
ｑ
）
（
『
）
・

（
妬
）
ぐ
ぃ
・
○
○
号
ゆ
ゆ
」
画
・
］
－
円
②
一
○
１
忽
】
（
の
車
の
◎
こ
ぐ
の
富
、
『
・
Ｐ
］
霊
函
）
・

（
灯
）
二
○
一
Ｐ
、
の
２
「
意
（
⑩
め
い
ロ
ミ
ロ
ョ
只
暮
の
○
○
百
鷺
（
貫
斡
○
百
斗
、
日
尽
ロ
可
再
：
、
〔
ミ
呵
、
切
民
貝
貝
⑯
の
河
⑩
８
戸
の
ミ
ミ
⑩
只
雷
『
巴
の
５
．
』
．

グヘｸﾞ■､戸､グー、'■、〆■、〆■、／■、ｸﾞ卓､ｸﾞｰ、

４０３９３８３７３６３５３４３３３２３１
ﾐン、､グ、.'、-’、＝、－、－、.ノ、－’ミーグ

豆
●

」
貝
・
口
←
』
つ
ｍ
ｍ
Ｉ
ｍ
Ｐ

｛
回
・
Ｐ
一
・
①
ｍ
、
。

苞
●

国
●

』
回
・
口
｛
］
の
、
一
・

苞
●
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グー、〆■、〆へ

５０４９４８
、－'、＝'、=

〆、

５１
ミーグ

（
岡
）
□
・
○
・
５
ｐ
ｐ
ｍ
の
『
○
○
』
一
・
ｍ
日
←
⑩
白
の
再
只
命
丁
Ｉ
ヘ
ミ
、
、
旧
免
、
肘
』
口
風
。
■
沖
』
員
⑮
、
。
の
８
」
回
亟
（
、
ｇ
の
》
Ｐ
ゴ
ロ
も
。
（
へ
←
（
Ｃ
Ｑ
（
０
０
コ
目
Ｕ
⑩
（
⑩
再
○
せ
》

Ｓ
ｏ
ｏ
『
ゴ
の
巨
炉
・
幻
の
ご
・
画
】
堕
一
農
］
－
量
（
乞
司
）
・

（
瓢
）
控
訴
審
の
判
決
と
し
て
、
【
の
目
の
８
鳶
。
。
『
己
・
く
．
、
目
』
一
戸
ｇ
『
句
・
函
Ｑ
】
巴
（
』
ｇ
Ｑ
Ｈ
．
ご
ｇ
）
》
巨
弓
園
○
・
日
．
ご
・

Ｃ
賞
ｏ
Ｐ
ｇ
四
句
．
⑭
ロ
ム
の
。
（
『
冒
○
】
Ｈ
・
］
葛
つ
）
・

（
弱
）
ｚ
○
一
の
》
の
属
固
「
ロ
ゴ
。
←
の
合
一
９
巴
⑭
－
］
＠
・

（
錨
）
○
『
の
⑪
一
言
の
⑪
一
の
ｇ
ロ
ゴ
】
←
の
。
○
・
ｓ
．
『
・
日
曰
三
の
］
」
》
ヨ
ベ
句
・
図
〕
鴎
③
》
］
国
『
⑦
１
コ
（
切
言
９
円
．
】
召
⑭
）
お
よ
び
冒
弓
国
判

決
の
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
相
対
多
数
意
見
←
田
口
・
の
。
Ｓ
←
＆
酉
－
農
・
］
Ｂ
の
・
○
一
・
Ｐ
Ｓ
Ｐ
呂
患
（
乞
呂
）
な
ど
。

（
釘
）
ヨ
『
可
・
園
。
。
ｇ
届
ろ
－
ｍ
】
》
Ｐ
Ｓ
の
．
○
一
・
口
一
画
＆
『
・

（
魂
）
□
］
。
ｂ
日
』
８
○
○
日
．
。
『
少
目
①
Ｈ
』
８
『
・
Ｏ
Ｂ
の
○
○
日
．
『
置
司
・
画
」
鴎
Ｐ
国
＆
（
「
夢
Ｑ
『
・
乞
い
③
）
お
よ
び
冨
弓
回

判
決
の
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
相
対
多
数
意
見
Ｓ
由
⑪
，
○
一
・
■
←
圏
急
－
ろ
．

'■、〆￣、

５３５２
、－〆、－’ 、

再
つ
ど
、
拝
、
Ｉ
！
、

『
回
・
ロ
一
切
』
、
。

旧
ｏ
ｍ
ｐ
の
長
己
「
ロ
ロ
。
訂
②
、
。
Ｐ
一
つ
つ
」
・

二
・
一
の
．
司
訂
○
・
胃
の
蔦
員
・
目
冒
］
＆
、
日
討
白
鳥
：
こ
の
『
、
日
冒
慰
め
叩
缶
切
⑩
僧
）
。
。
②
の
８
ｏ
『
⑩
貝
｝
『
可
の
尽
目
・
・
団
三
・
Ｋ
・

ロ
。
ｒ
河
の
ご
・
雪
国
．
⑭
『
③
（
］
＆
⑭
）
・

巨
・
シ
・
の
口
『
函
の
。
←
》
ｂ
ｏ
３
の
、
⑯
８
再
ａ
－
Ｑ
目
の
「
貝
（
○
百
ｍ
日
庸
日
Ｐ
訂
○
局
、
切
日
旨
符
の
ミ
。
（
貝
⑩
＆
⑩
ｏ
Ｃ
ミ
ヨ
。
「
Ｒ
Ｓ
Ｐ
便
の
の
ｐ

ｍ
ｏ
ｏ
８
・
ｒ
ｍ
の
ご
‘
四
（
】
垣
匿
）
．

Ｃ
Ｏ
同
で
・

閂
曰
・
口
一

臼
、
１
日
⑦
（
』
④
ご
）

←
■
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７１
、三

（
わ
）

グー、／■、〆■、〆■、〆■、〆､、

６９６８６７６６６５６４
、－’、､ノ、－〆、＝ノ、－’、－グ

こ
れ
（
判
旨
ぐ
１
シ
の
部
分
）
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ガ
ー
（
□
こ
『
函
日
）
長
官
、
ス
テ
ィ
ー
プ
ン
ス
（
の
言
の
こ
の
口
⑪
）
判
事
お
よ
び
オ
コ
ー

ナ
ー
（
○
○
○
目
。
『
）
判
事
が
同
意
し
た
。

ス
テ
ィ
ー
プ
ン
ス
判
事
は
、
「
連
邦
議
会
が
そ
の
立
法
の
中
で
中
立
政
策
を
採
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
経
営
者
に
特
別

の
保
護
を
与
え
る
州
の
立
法
を
禁
止
す
る
こ
と
に
等
し
い
」
と
す
る
こ
と
に
は
納
得
で
き
ず
、
専
占
に
関
す
る
部
分
に
は
加
わ
ら
な
い
と
明

言
し
て
い
る
」
Ｂ
の
．
Ｑ
・
巴
函
量
『
・

オ
コ
ー
ナ
ー
判
事
は
、
イ
リ
ノ
イ
法
が
通
商
条
項
に
基
づ
き
違
憲
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
上
、
専
占
の
問
題
を
論
ず
る
必
要
が
な

い
と
す
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
、
他
の
四
人
の
判
事
は
、
こ
の
事
件
が
模
似
裁
判
（
曰
○
○
一
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
な

『
臣
・
口
一
四
ｍ
』
国
。

、
『
『
句
・
苗
。
四
一
］
四
ｍ
Ｐ
の
辰
己
、
ロ
ロ
○
万
ｍ
①
》
］
◎
国
の
。
。
←
，
Ｐ
一
国
○
一
一
》
の
原
石
プ
ロ
百
○
后
》
、
ｍ
・

Ｚ
。
怠
】
②
厘
己
、
ロ
ゴ
○
一
の
ｓ
》
ｚ
○
一
の
》
の
原
ｂ
下
ロ
ロ
○
一
の
ｇ
・

尹
冨
○
少
百
一
の
目
口
威
○
口
巴
。
。
『
己
・
『
・
尻
吋
○
口
②
の
》
』
忠
司
・
の
巨
已
ロ
・
垣
巴
（
の
．
□
・
○
亘
。
］
国
・
□
・
］
召
①
）
・

Ｚ
○
一
の
一
切
辰
己
「
Ｐ
ｐ
ｏ
－
の
←
『
・
巴
巴
］
・

」
巴
ロ
の
．
ｓ
一
・
］
ｓ
の
。
Ｑ
・
思
巴
（
】
・
缶
）
。
こ
の
判
決
の
三
・
一
の
と
し
て
、
己
局
、
§
、
§
局
○
８
日
』
①
臼
弓
の
「
日
》

農
国
日
『
・
５
．
囚
の
く
・
＆
（
』
や
居
）
・

５
。
、
の
。
②
属
洵
「
Ｐ
口
○
訂
四
⑪
一
口
←
＠
つ
面
・

富
国
国
○
○
ｓ
．
ご
・
□
貝
Ｏ
Ｐ
Ｃ
圏
司
・
』
ｇ
崖
③
（
ヨ
ユ
９
円
．
」
垣
ｇ
）
・

】
つ
い
②
○
一
・
⑬
①
画
Ｐ
函
①
←
】
（
］
垣
②
函
）
．

ａ
・
巴
、
＆
】
－
台
。
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グー、

８１
、－ゾ

〆■、

８０
Ｎ－’

'■、

７９
、－〆

'－，グー、〆自、〆■、

７８７７７６７５
、－’■－'、－〆、－’

（
刺
）

'戸、〆へ

７３７２
凶＝ゾ、－'

河
．
シ
・
勺
『
。
『
Ｅ
、
の
戸
口
ご
Ｑ
国
・
田
．
○
○
日
□
［
．
、
日
局
ヨ
ロ
計
①
。
馬
丁
ト
、
岨
（
②
』
ｐ
註
。
旨
』
ど
苛
丁
ミ
国
岡
川
、
日
。
●
鳥
。
宛
、
貝
・
口
冒
の

」
四
審
］
》
。
、
○
○
司
己
○
「
ロ
駄
○
ョ
・
け
Ｐ
Ｅ
ｏ
Ｃ
冒
尽
頁
の
□
・
『
。
。
『
己
・
田
・
河
の
こ
’
四
》
＆
（
】
①
⑭
←
）
・

臣
】
自
国
以
後
の
州
法
に
つ
き
、
ｍ
口
『
、
の
ロ
ー
》
の
５
日
ロ
。
←
の
巴
》
巴
⑭
－
局
一
三
・
”
・
Ｚ
の
三
一
冒
口
且
』
・
ン
．
Ｑ
｝
日
日
・
弓
扁

も
目
再
②
】
』
Ｅ
ロ
ミ
ロ
、
ゴ
ロ
司
計
。
Ｅ
⑩
、
、
、
。
尉
旦
（
◎
ヨ
エ
目
⑪
」
】
へ
⑩
Ｅ
、
自
尽
』
万
で
可
Ｃ
ｐ
３
８
Ｄ
ｍ
｛
『
⑩
句
凰
。
由
Ｏ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
「
日
の
ヨ
ロ
汀
の
１

○
局
、
囚
（
』
の
、
９
ｐ
ｐ
ｍ
・
旧
口
三
］
旨
（
］
呂
一
）
参
照
。

の
ｐ
『
、
の
ロ
ー
マ
②
屋
已
可
ロ
ロ
○
一
の
、
』
Ｐ
一
ｍ
．

ご
弓
回
判
決
以
後
、
イ
リ
ノ
イ
法
と
類
似
の
ミ
ズ
ー
リ
州
の
公
開
買
付
規
制
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ウ
イ
リ
ァ
ム
ズ
法
に
よ
っ
て
専
占

さ
れ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、
ｚ
ｇ
】
・
ロ
Ｐ
］
ロ
ミ
ロ
ロ
の
⑪
白
ロ
。
．
『
・
ほ
ほ
○
○
・
８
．
．
９
『
句
・
函
Ｑ
巨
圏
（
の
【
す
Ｑ
『
・
】
ｃ
馬
）
・

合
憲
と
す
る
も
の
、
○
口
己
屋
シ
８
日
の
旨
○
口
⑪
》
百
○
・
く
・
出
口
←
・
戸
司
］
司
・
い
」
ｇ
○
（
、
夢
Ｑ
『
』
⑰
屡
）
、
違
憲
と
す
る
も
の

句
］
の
①
←
少
の
吋
○
の
己
口
○
の
。
。
『
ロ
・
く
，
函
○
一
○
の
『
『
ご
ｍ
ロ
・
ろ
＠
句
・
函
９
］
患
（
⑦
吾
。
】
『
・
］
・
の
①
）
》
己
豈
ｐ
Ｐ
Ｂ
』
Ｂ
Ｏ
Ｏ
『
□
・
○
『

レ
ョ
の
ユ
Ｃ
ｐ
く
○
弓
ｍ
ｏ
ｏ
Ｈ
□
・
『
置
句
’
四
□
鵠
つ
（
『
吾
。
】
『
・
］
や
忠
）
・

○
・
口
目
の
具
国
Ｑ
・
員
○
昌
〕
仏
口
コ
ミ
の
Ｒ
ｂ
の
一
目
の
⑩
＆
切
目
ｎ
日
目
烏
、
〔
ミ
可
、
Ｃ
（
の
。
（
・
切
冒
の
再
８
便
ミ
コ
局
員
②
》
望
□
・

○
言
・
炉
・
河
の
ご
・
、
ヨ
・
つ
＄
（
ご
臼
）
・

】
ヨ
の
．
。
←
・
巴
扇
』
⑰
ｌ
』
⑦
．

い
◎
田
○
め
め
》
の
原
口
『
Ｐ
ｐ
ｏ
訂
酉
Ｐ
Ｐ
一
団
・
』
．

』
只
・

｛
且
。
Ｐ
←
⑥
Ｊ
１
『
。

」
貝
．
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※

本
判
決
の
法
廷
意
見
は
、
パ
ゥ
ェ
ル
（
Ｕ
２
「
の
］
』
）
判
事
が
密
い
て
お
り
、
そ
れ
に
リ
ー
ン
ク
イ
ス
ト
（
罰
呂
且
巳
⑪
←
）
長
官
、
お
よ
び

プ
レ
ナ
ン
（
厚
の
口
：
ご
）
、
マ
ー
シ
ャ
ル
（
冨
口
Ｈ
切
彦
口
巨
）
、
オ
コ
ー
ナ
ー
（
Ｑ
ｏ
ｏ
ｇ
ｏ
村
）
判
事
が
同
意
し
て
お
り
、
ホ
ワ
イ
ト

（
一
二
旨
）
判
事
の
反
対
意
見
の
通
商
条
項
違
反
の
部
分
に
つ
き
プ
ラ
ッ
ク
マ
ン
（
□
］
口
○
百
〕
ｐ
ロ
）
お
よ
び
ス
テ
ィ
ー
プ
ン
ス
（
、
旨
く
①
ロ
②
）

判
事
が
同
意
し
て
い
る
。
ス
カ
ー
リ
ァ
（
の
。
巳
旨
）
判
事
は
法
廷
意
見
に
部
分
的
に
同
意
し
て
い
る
。

｛
《
塁
・
具
晟
お
Ｉ
田
・

｛
Ｑ
・
凹
芹
］
③
、
］
１
，
画
・

米
国
法
律
協
会
の
連
邦
証
券
法
典
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
法
典
の
公
開
買
付
規
制
の
排
他
性
、
絶
対
性
を
明
言
し
て
い
る
シ
ほ
円
・

可
の
ｑ
の
『
口
］
の
⑩
○
口
ユ
己
の
ｍ
ｏ
ｏ
ｇ
Ｐ
⑫
】
や
。
《
（
Ｏ
）
．

｛
曰
・
Ｐ
『
］
。
、
』

『
且
。
⑪
一
」
②
←
『
・

』
臣
・
ロ
ー
］
①
』
②
。


